
第１号様式（第２条）

フ ァ イ ル の 名 称 身体障害者の福祉の援護ファイル

作 成 日 令和5年4月1日

整 理 番 号 062500-01

個人情報ファイル簿

市 の 機 関 の 名 称 市長

ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる
組 織 の 名 称

健康福祉部　障害者支援課

ファイルの利用目的 身体障害者への必要な支援及び福祉の増進を図るため

記 録 項 目

１ 識別番号，2 氏名,3 性別,4 生年月日・年齢,5 住所,6 電話
番号,7 FAX番号,8 電子メールアドレス,9 顔写真,10 本籍・国
籍,11 顔写真,12 家族状況,13 職業・職歴,14 学業・学歴,15
免許・資格,16 成績・評価,17 保険加入状況,18 資産状況,19
収入状況,20 納税状況,21 公的扶助,22 病歴

記 録 範 囲 身体障害者手帳所持者のうち八千代市が支援を行う者

記録情報の収集方法 本人，家族，住民基本台帳システム，公用請求により官公庁等

要 配 慮 個 人 情 報 ■含む　　　　　□含まない

記 録 情 報 の
経 常 的 提 供 先

他の官公庁，委託事業者，民間・私人

開 示 請 求 等 を
受 理 す る 組 織 の
名 称 及 び 所 在 地

（名　称）八千代市役所総務部法務課情報公開班

（所在地）〒276-8501
　　　　　千葉県八千代市大和田新田312-5

備 考 令和７年１２月３日変更

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特 別 の 手 続 等

フ ァ イ ル の 種 別

■法第６０条第２項第１号
 （電算処理ファイル）

□法第６０条第２項第２号
 （マニュアル処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当
するファイル　■有　□無



第１号様式（第２条）

フ ァ イ ル の 名 称 知的障害者の福祉の援護ファイル

作 成 日 令和5年4月1日

整 理 番 号 062500-02

個人情報ファイル簿

市 の 機 関 の 名 称 市長

ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる
組 織 の 名 称

健康福祉部　障害者支援課

ファイルの利用目的 知的障害者への必要な支援及び福祉の増進を図るため

記 録 項 目

１ 識別番号，2 氏名,3 性別,4 生年月日・年齢,5 住所,6 電話
番号,7 本籍・国籍,8 顔写真,9 家族状況,10 職業・職歴,11 学
業・学歴,12 免許・資格,13 成績・評価,14 保険加入状況,15
資産状況,16 収入状況,17 納税状況,18 公的扶助,19 病歴

記 録 範 囲
知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者のうち
八千代市が支援を行う者

記録情報の収集方法 本人，住民基本台帳システム，公用請求により官公庁等

要 配 慮 個 人 情 報 ■含む　　　　　□含まない

記 録 情 報 の
経 常 的 提 供 先

知的障害者福祉法における更生援護の実施者,他の官公庁,委託
事業者，民間・私人

開 示 請 求 等 を
受 理 す る 組 織 の
名 称 及 び 所 在 地

（名　称）八千代市役所総務部法務課情報公開班

（所在地）〒276-8501
　　　　　千葉県八千代市大和田新田312-5

備 考 令和７年１２月３日変更

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特 別 の 手 続 等

フ ァ イ ル の 種 別

■法第６０条第２項第１号
 （電算処理ファイル）

□法第６０条第２項第２号
 （マニュアル処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当
するファイル　■有　□無



第１号様式（第２条）

フ ァ イ ル の 名 称 精神障害者相談事業ファイル

作 成 日 令和5年4月1日

整 理 番 号 062500-03

個人情報ファイル簿

市 の 機 関 の 名 称 市長

ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる
組 織 の 名 称

健康福祉部　障害者支援課

ファイルの利用目的
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律により，精神障害者
及び家族等から相談に応じ，必要な支援及び福祉の増進を図る

記 録 項 目

１ 識別番号,2 氏名,3 性別,4 生年月日・年齢,5 住所,6 電話
番号,7 家族状況,8 職業・職歴,9 学業・学歴,10 免許・資
格,11 成績・評価,12 保険加入状況,13 資産状況,14 収入状
況,15 納税状況,16 公的扶助,17 病歴

記 録 範 囲

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５条第１項に規定
する精神障害者(発達障害者支援法第２条第２項に規定する発達
障害者を含み，知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。）
のうち八千代市が支援を行う者。

記録情報の収集方法 本人，住民基本台帳システム，公用請求により官公庁等

要 配 慮 個 人 情 報 ■含む　　　　　□含まない

記 録 情 報 の
経 常 的 提 供 先

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第４７条において相
談指導等を実施する機関,他の官公庁，委託事業者,民間・私人

開 示 請 求 等 を
受 理 す る 組 織 の
名 称 及 び 所 在 地

（名　称）八千代市役所総務部法務課情報公開班

（所在地）〒276-8501
　　　　　千葉県八千代市大和田新田312-5

備 考 令和７年１２月３日変更

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特 別 の 手 続 等

フ ァ イ ル の 種 別

■法第６０条第２項第１号
 （電算処理ファイル）

□法第６０条第２項第２号
 （マニュアル処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当
するファイル　■有　□無



第１号様式（第２条）

備 考

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特 別 の 手 続 等

フ ァ イ ル の 種 別

■法第６０条第２項第１号
 （電算処理ファイル）

□法第６０条第２項第２号
 （マニュアル処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当
するファイル　■有　□無

要 配 慮 個 人 情 報 ■含む　　　　　□含まない

記 録 情 報 の
経 常 的 提 供 先

他の官公庁

開 示 請 求 等 を
受 理 す る 組 織 の
名 称 及 び 所 在 地

（名　称）八千代市役所総務部法務課情報公開班

（所在地）〒276-8501
　　　　　千葉県八千代市大和田新田312-5

記 録 項 目
１ 識別番号,2 氏名,3 生年月日・年齢,4 住所,5 電話番号,6
本籍・国籍,7 顔写真,8 家族状況,9 病歴

記 録 範 囲
身体障害者手帳の交付を受けた者のうち八千代市が支援を行う
者

記録情報の収集方法 本人，家族，住民基本台帳システム等

市 の 機 関 の 名 称 市長

ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる
組 織 の 名 称

健康福祉部　障害者支援課　

ファイルの利用目的 身体障害者福祉法による身体障害者手帳の交付のため

フ ァ イ ル の 名 称 身体障害者手帳交付業務ファイル

作 成 日 令和5年4月1日

整 理 番 号 062500-04

個人情報ファイル簿



第１号様式（第２条）

備 考

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特 別 の 手 続 等

フ ァ イ ル の 種 別

■法第６０条第２項第１号
 （電算処理ファイル）

□法第６０条第２項第２号
 （マニュアル処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当
するファイル　■有　□無

要 配 慮 個 人 情 報 ■含む　　　　　□含まない

記 録 情 報 の
経 常 的 提 供 先

知的障害者福祉法における更生援護の実施者,他の官公庁,民
間・私人

開 示 請 求 等 を
受 理 す る 組 織 の
名 称 及 び 所 在 地

（名　称）八千代市役所総務部法務課情報公開班

（所在地）〒276-8501
　　　　　千葉県八千代市大和田新田312-5

記 録 項 目
１ 識別番号，2 氏名,3 性別,4 生年月日・年齢,5 住所,6 電話
番号,7 本籍・国籍,8 顔写真,9 家族状況,10 職業・職歴,11 学
業・学歴,12 成績・評価,13 病歴

記 録 範 囲
療育手帳の交付を受けようとする者及び受けた者のうち八千代
市が支援を行う者

記録情報の収集方法 本人，住民基本台帳システム，公用請求により官公庁等

市 の 機 関 の 名 称 市長

ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる
組 織 の 名 称

健康福祉部　障害者支援課

ファイルの利用目的 知的障害者福祉法による療育手帳の交付のため

フ ァ イ ル の 名 称 療育手帳交付業務ファイル

作 成 日 令和5年4月1日

整 理 番 号 062500-05

個人情報ファイル簿



第１号様式（第２条）

フ ァ イ ル の 名 称 精神障害者保健福祉手帳に係る事務ファイル

作 成 日 令和5年4月1日

整 理 番 号 062500-06

個人情報ファイル簿

市 の 機 関 の 名 称 市長

ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる
組 織 の 名 称

健康福祉部　障害者支援課 障害者支援班

ファイルの利用目的
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神障害者保健福
祉手帳に係る申請受理、障害者手帳の交付、申請内容の変更、障害者
手帳の返還手続きにおいて利用する。

記 録 項 目

1識別番号,2氏名,3住所,4生年月日･年齢,5電話番号,6顔写真,7
精神障害者保健福祉手帳に係る手帳番号･有効期限･等級･交付年
月日,8代行者に係る氏名･住所･電話番号･障害者本人との関係,9
医師等による診断の結果,10障害年金に係る基礎年金番号･等級

記 録 範 囲
精神障害者保健福祉手帳に係る申請者、精神障害者保健福祉手
帳所持者のうち八千代市が支援を行う者

記録情報の収集方法 本人，家族，住民基本台帳システム

要 配 慮 個 人 情 報 ■含む　　　　　□含まない

記 録 情 報 の
経 常 的 提 供 先

千葉県精神保健福祉センター

開 示 請 求 等 を
受 理 す る 組 織 の
名 称 及 び 所 在 地

（名　称）八千代市役所総務部法務課情報公開班

（所在地）〒276-8501
　　　　　千葉県八千代市大和田新田312-5

備 考

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特 別 の 手 続 等

フ ァ イ ル の 種 別

■法第６０条第２項第１号
 （電算処理ファイル）

□法第６０条第２項第２号
 （マニュアル処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当
するファイル　■有　□無



第１号様式（第２条）

備 考

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特 別 の 手 続 等

フ ァ イ ル の 種 別

■法第６０条第２項第１号
 （電算処理ファイル）

□法第６０条第２項第２号
 （マニュアル処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当
するファイル　■有　□無

要 配 慮 個 人 情 報 ■含む　　　　　□含まない

記 録 情 報 の
経 常 的 提 供 先

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第２条の業務を行う機関,他の官公庁,民間・私人

開 示 請 求 等 を
受 理 す る 組 織 の
名 称 及 び 所 在 地

（名　称）八千代市役所総務部法務課情報公開班

（所在地）〒276-8501
　　　　　千葉県八千代市大和田新田312-5

記 録 項 目
１ 識別番号，2 氏名,3 性別,4 生年月日・年齢,5 住所,6 電話
番号,7 家族状況,8 職業・職歴,9 学業・学歴,10 成績・評
価,11 収入状況,12 納税状況,13 公的扶助,14 病歴

記 録 範 囲 総合支援法に基づく障害者のうち八千代市が支援を行う者

記録情報の収集方法 本人，住民基本台帳システム，公用請求により官公庁等

市 の 機 関 の 名 称 市長

ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる
組 織 の 名 称

健康福祉部　障害者支援課

ファイルの利用目的
障害者総合支援法による障害福祉サービス等の支給決定を適正
に実施するため

フ ァ イ ル の 名 称
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等の支給決定業務
ファイル

作 成 日 令和5年4月1日

整 理 番 号 062500-07

個人情報ファイル簿



第１号様式（第２条）

フ ァ イ ル の 名 称 自立支援医療（精神通院）に係る事務ファイル

作 成 日 令和5年4月1日

整 理 番 号 062500-08

個人情報ファイル簿

市 の 機 関 の 名 称 市長

ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる
組 織 の 名 称

健康福祉部　障害者支援課　障害者支援班

ファイルの利用目的

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支
援医療費（精神通院）支給認定に係る申請受理、自立支援医療費（精神通院）
受給者証の交付、申請内容の変更、自立支援医療費（精神通院）受給者証の返
還手続きにおいて利用する。

記 録 項 目

1識別番号,2氏名,3住所,4生年月日･年齢,5電話番号,6家族状
況,7医療保険の加入状況,8市民税課税状況,9収入状況,10公的扶
助,11医師による診断の結果,12自立支援医療費（精神通院）受
給者証に係る受給者番号･有効期間･医療機関情報･自己負担上限
額･支給区分,13保護者の氏名･住所･電話番号･障害者本人との関
係

記 録 範 囲
自立支援医療費（精神通院）支給認定に係る申請者、自立支援医療費
（精神通院）受給者証所持者のうち八千代市が支援を行う者

記録情報の収集方法 本人，家族，住民基本台帳システム

要 配 慮 個 人 情 報 ■含む　　　　　□含まない

記 録 情 報 の
経 常 的 提 供 先

千葉県精神保健福祉センター

開 示 請 求 等 を
受 理 す る 組 織 の
名 称 及 び 所 在 地

（名　称）八千代市役所総務部法務課情報公開班

（所在地）〒276-8501
　　　　　千葉県八千代市大和田新田312-5

備 考

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特 別 の 手 続 等

フ ァ イ ル の 種 別

■法第６０条第２項第１号
 （電算処理ファイル）

□法第６０条第２項第２号
 （マニュアル処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当
するファイル　■有　□無



第１号様式（第２条）

備 考

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特 別 の 手 続 等

フ ァ イ ル の 種 別

■法第６０条第２項第１号
 （電算処理ファイル）

□法第６０条第２項第２号
 （マニュアル処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当
するファイル　■有　□無

要 配 慮 個 人 情 報 ■含む　　　　　□含まない

記 録 情 報 の
経 常 的 提 供 先

他の官公庁

開 示 請 求 等 を
受 理 す る 組 織 の
名 称 及 び 所 在 地

（名　称）八千代市役所総務部法務課情報公開班

（所在地）〒276-8501
　　　　　千葉県八千代市大和田新田312-5

記 録 項 目
１ 識別番号，2 氏名,3 性別,4 生年月日・年齢,5 住所,6 電話
番号,7 家族状況,8 職業・職歴,9 保険加入状況,10 収入状
況,11 納税状況,12 公的扶助,13 病歴

記 録 範 囲
自立支援医療（更生医療・育成医療）の給付を申請した者のう
ち八千代市が支援を行う者

記録情報の収集方法 本人，家族，住民基本台帳システム，公用請求により官公庁等

市 の 機 関 の 名 称 市長

ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる
組 織 の 名 称

健康福祉部　障害者支援課

ファイルの利用目的
障害者総合支援法に基づく自立支援医療（更生医療・育成医
療）給付の適正な実施のため。

フ ァ イ ル の 名 称 自立支援医療（更生医療・育成医療）給付決定業務ファイル

作 成 日 令和5年4月1日

整 理 番 号 062500-09

個人情報ファイル簿



第１号様式（第２条）

備 考

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特 別 の 手 続 等

フ ァ イ ル の 種 別

■法第６０条第２項第１号
 （電算処理ファイル）

□法第６０条第２項第２号
 （マニュアル処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当
するファイル　■有　□無

要 配 慮 個 人 情 報 ■含む　　　　　□含まない

記 録 情 報 の
経 常 的 提 供 先

他の官公庁,民間・私人

開 示 請 求 等 を
受 理 す る 組 織 の
名 称 及 び 所 在 地

（名　称）八千代市役所総務部法務課情報公開班

（所在地）〒276-8501
　　　　　千葉県八千代市大和田新田312-5

記 録 項 目
１ 識別番号,2 氏名,3 生年月日・年齢,4 住所,5 電話番号,6
家族状況,7 居住状況,8 納税状況,9 公的扶助,10 病歴

記 録 範 囲
日常生活用具の給付を受けている者及び受けようとする者のう
ち八千代市が支援を行う者

記録情報の収集方法 本人，家族,住民基本台帳システム

市 の 機 関 の 名 称 市長

ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる
組 織 の 名 称

健康福祉部　障害者支援課

ファイルの利用目的
障害者総合支援法による日常生活用具給付を適切に実施するた
め

フ ァ イ ル の 名 称 日常生活用具給付業務ファイル

作 成 日 令和5年4月1日

整 理 番 号 062500-10

個人情報ファイル簿



第１号様式（第２条）

備 考

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特 別 の 手 続 等

フ ァ イ ル の 種 別

■法第６０条第２項第１号
 （電算処理ファイル）

□法第６０条第２項第２号
 （マニュアル処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当
するファイル　■有　□無

要 配 慮 個 人 情 報 ■含む　　　　　□含まない

記 録 情 報 の
経 常 的 提 供 先

開 示 請 求 等 を
受 理 す る 組 織 の
名 称 及 び 所 在 地

（名　称）八千代市役所総務部法務課情報公開班

（所在地）〒276-8501
　　　　　千葉県八千代市大和田新田312-5

記 録 項 目
１ 識別番号，2 氏名,3 性別,4 生年月日・年齢,5 住所,6 電話
番号,7 銀行口座,8 病歴

記 録 範 囲 重度心身障害者福祉手当受給者

記録情報の収集方法 本人，家族

市 の 機 関 の 名 称 市長

ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる
組 織 の 名 称

健康福祉部　障害者支援課

ファイルの利用目的 重度心身障害者福祉手当の適正な運用

フ ァ イ ル の 名 称 重度心身障害者福祉手当給付業務ファイル

作 成 日 令和5年4月1日

整 理 番 号 062500-11

個人情報ファイル簿



第１号様式（第２条）

備 考

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特 別 の 手 続 等

フ ァ イ ル の 種 別

■法第６０条第２項第１号
 （電算処理ファイル）

□法第６０条第２項第２号
 （マニュアル処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当
するファイル　■有　□無

要 配 慮 個 人 情 報 ■含む　　　　　□含まない

記 録 情 報 の
経 常 的 提 供 先

健康保険の保険者

開 示 請 求 等 を
受 理 す る 組 織 の
名 称 及 び 所 在 地

（名　称）八千代市役所総務部法務課情報公開班

（所在地）〒276-8501
　　　　　千葉県八千代市大和田新田312-5

記 録 項 目
１ 識別番号，2 氏名,3 性別,4 生年月日・年齢,5 住所,6 電話
番号,7 家族状況,8 保険加入状況,9 収入状況,10 納税状況,11
公的扶助,12 銀行口座,13 病歴

記 録 範 囲
八千代市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例第３条に
該当する者

記録情報の収集方法 本人，国保年金課からの提供

市 の 機 関 の 名 称 市長

ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる
組 織 の 名 称

健康福祉部　障害者支援課

ファイルの利用目的
健康の保持と生活の安定を確保し，福祉の増進を図るため，医
療費の一部を適正に助成事務を行う

フ ァ イ ル の 名 称 重度心身障害者医療費助成業務ファイル

作 成 日 令和5年4月1日

整 理 番 号 062500-12

個人情報ファイル簿



第１号様式（第２条）

備 考

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特 別 の 手 続 等

フ ァ イ ル の 種 別

■法第６０条第２項第１号
 （電算処理ファイル）

□法第６０条第２項第２号
 （マニュアル処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当
するファイル　■有　□無

要 配 慮 個 人 情 報 ■含む　　　　　□含まない

記 録 情 報 の
経 常 的 提 供 先

開 示 請 求 等 を
受 理 す る 組 織 の
名 称 及 び 所 在 地

（名　称）八千代市役所総務部法務課情報公開班

（所在地）〒276-8501
　　　　　千葉県八千代市大和田新田312-5

記 録 項 目
１ 識別番号，2 氏名,3 性別,4 生年月日・年齢,5 住所,6 電話
番号,7 銀行口座,8 病歴

記 録 範 囲 市が認定する疾病患者で申請した者

記録情報の収集方法 本人，家族

市 の 機 関 の 名 称 市長

ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる
組 織 の 名 称

健康福祉部　障害者支援課

ファイルの利用目的
難病者援護金支給認定,難病者援護金支給,難病者援護金台帳の
管理に利用

フ ァ イ ル の 名 称 難病者援護金支給認定業務ファイル

作 成 日 令和5年4月1日

整 理 番 号 062500-13

個人情報ファイル簿



第１号様式（第２条）

フ ァ イ ル の 名 称 障害者タクシー利用助成業務ファイル

作 成 日 令和5年4月1日

整 理 番 号 062500-14

個人情報ファイル簿

市 の 機 関 の 名 称 市長

ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる
組 織 の 名 称

健康福祉部　障害者支援課

ファイルの利用目的 タクシー券交付による助成の適正な運用

記 録 項 目
１識別番号，2氏名,3性別,4生年月日・年齢,5住所,6電話番号,7
病歴

記 録 範 囲 タクシー券交付申請者

記録情報の収集方法 本人，家族

要 配 慮 個 人 情 報 ■含む　　　　　□含まない

記 録 情 報 の
経 常 的 提 供 先

開 示 請 求 等 を
受 理 す る 組 織 の
名 称 及 び 所 在 地

（名　称）八千代市役所総務部法務課情報公開班

（所在地）〒276-8501
　　　　　千葉県八千代市大和田新田312-5

備 考

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特 別 の 手 続 等

フ ァ イ ル の 種 別

■法第６０条第２項第１号
 （電算処理ファイル）

□法第６０条第２項第２号
 （マニュアル処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当
するファイル　■有　□無



第１号様式（第２条）

フ ァ イ ル の 名 称 避難行動要支援者名簿ファイル

作 成 日 令和5年4月1日

整 理 番 号 062500-15

個人情報ファイル簿

市 の 機 関 の 名 称 市長

ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる
組 織 の 名 称

健康福祉部　障害者支援課

ファイルの利用目的
避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必
要な措置を実施するため。

記 録 項 目
1 氏名,2 性別,3 生年月日・年齢,4 住所,5 電話場号,6 FAX番
号,7 電子メールアドレス,8 家族状況,9 障害等級,10 障害内
容,11 入会自治会,12 緊急連絡先,13 宛名番号,14 住民区分

記 録 範 囲
八千代市地域防災計画に定める避難行動要支援者名簿に掲載す
る者

記録情報の収集方法 実施機関による抽出，本人及びその代理人からの申告

要 配 慮 個 人 情 報 ■含む　　　　　□含まない

記 録 情 報 の
経 常 的 提 供 先

八千代市地域防災計画に定める避難支援等関係者

開 示 請 求 等 を
受 理 す る 組 織 の
名 称 及 び 所 在 地

（名　称）八千代市役所総務部法務課情報公開班

（所在地）〒276-8501
　　　　　千葉県八千代市大和田新田312-5

備 考

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特 別 の 手 続 等

フ ァ イ ル の 種 別

■法第６０条第２項第１号
 （電算処理ファイル）

□法第６０条第２項第２号
 （マニュアル処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当
するファイル　■有　□無


